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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の撮影対象部位に対して送信した超音波の反射波信号を、当該撮影対象部位内の
音速として設定された設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加算したデータに基
づいて、超音波画像を生成する画像生成部と、
　所定の入力部を介して受け付けた操作者からの第１の指示に基づいて、設定されている
設定音速を順次切り替え、当該切り替えられた後の設定音速に対応する受信遅延時間を用
いた超音波画像を順次生成するように前記画像生成部を制御する画像生成制御部と、
　前記画像生成制御部の制御により生成された超音波画像を所定の表示部にて順次表示す
るように制御する表示制御部と、
　を備え、
　前記画像生成制御部は、前記表示制御部による表示制御後に、前記所定の入力部を介し
て受け付けた前記操作者からの第２の指示で設定された設定音速に対応する受信遅延時間
を用いた超音波画像を生成するように前記画像生成部を制御する、超音波診断装置。
【請求項２】
　異なる複数の設定音速から算出された複数の受信遅延時間を用いることで前記画像生成
部により予め生成された前記撮影対象部位の複数の超音波画像それぞれの間でコントラス
ト値を算出し、当該算出したコントラスト値が最適となる超音波画像に対応する設定音速
を最適音速と判定する音速判定部をさらに備え、
　前記画像生成制御部は、前記音速判定部が前記最適音速として判定した音速が、前記切
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り替えられる複数の設定音速に含まれるように制御したうえで、当該切り替えられる複数
の設定音速それぞれに対応する受信遅延時間を用いた複数の超音波画像を生成するように
前記画像生成部を制御する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記画像生成制御部の制御により生成された設定音速の異なる複数の超音波画像を記憶
する画像記憶部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記所定の入力部を介して受け付けた前記操作者からの表示要求に
基づいて、前記画像記憶部が記憶する前記複数の超音波画像を前記所定の表示部にて表示
するように制御する、請求項１または２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記画像生成制御部の制御により生成された設定音速の異なる複数
の超音波画像を前記所定の表示部にて表示する際に、各超音波画像の生成に用いられた音
速、または各超音波画像の生成に用いられた音速を示す指標値をともに表示するように制
御する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像生成制御部は、前記表示制御部の制御により前記所定の表示部にて表示された
設定音速の異なる複数の超音波画像を参照した前記操作者から、当該複数の超音波画像の
いずれかが前記所定の入力部を介して指定された場合、当該指定された超音波画像を生成
する際に用いた受信遅延時間を、前記撮影対象部位の超音波画像を生成するための受信遅
延時間として設定するように制御する、請求項１～３のいずれか１つに記載の超音波診断
装置。
【請求項６】
　前記画像生成制御部は、前記所定の入力部を介して受け付けた操作者からの指示に基づ
いて、前記切り替えられる複数の設定音速の切り替え時間の間隔、および／または、前記
切り替えられる複数の設定音速の音速値の切り替え間隔を調整するように制御する、請求
項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　被検体の撮影対象部位に対して送信した超音波の反射波信号を、当該撮影対象部位内の
音速として設定された設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加算したデータに基
づいて、超音波画像を生成する画像生成部と、
　所定の入力部を介して受け付けた操作者からの第１の指示に基づいて、設定されている
設定音速を順次切り替え、当該切り替えられた後の設定音速に対応する受信遅延時間を用
いた超音波画像を順次生成するように前記画像生成部を制御する画像生成制御部と、
　前記画像生成制御部の制御により生成された超音波画像を所定の表示部にて順次表示す
るように制御する表示制御部と、
　を備え、
　前記画像生成制御部は、前記表示制御部による表示制御後に、前記所定の入力部を介し
て受け付けた前記操作者からの第２の指示に基づいて、前記第２の指示の受け付け時に設
定されていた設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を生成するように前記
画像生成部を制御する、超音波診断装置。
【請求項８】
　画像生成制御部が、被検体の撮影対象部位に対して送信した超音波の反射波信号を当該
撮影対象部位内の音速として設定された設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加
算したデータに基づいて、超音波画像を生成する画像生成部を、所定の入力部を介して受
け付けた操作者からの第１の指示に基づいて、設定されている設定音速を順次切り替え、
当該切り替えられた後の設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を順次生成
するように制御し、
　表示制御部が、前記画像生成制御部の制御により生成された超音波画像を所定の表示部
にて順次表示するように制御する、
　ことを含み、
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　前記画像生成制御部は、前記表示制御部による表示制御後に、前記所定の入力部を介し
て受け付けた前記操作者からの第２の指示で設定された設定音速に対応する受信遅延時間
を用いた超音波画像を生成するように前記画像生成部を制御する、音速設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、超音波診断装置および音速設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、超音波診断装置では、超音波画像の方位分解能を高めるために、超音波の送
信ビームおよび受信ビームを集束させる方法が行なわれている。特に、電子走査型の配列
振動子からなる超音波プローブを用いた超音波診断装置では、遅延時間制御により各チャ
ンネルの受信信号を加算する電子集束法が用いられている。
【０００３】
　しかし、電子集束法では、集束点から離れた深さにある場所で受信ビームが拡散するた
め、超音波画像の方位分解能が低下する。このため、一般的な超音波診断装置では、ダイ
ナミック集束法が用いられている。ダイナミック集束法は、受信ビームの受信時において
、時間とともに集束点が連続的に深さ方向に移動するように遅延時間制御を行なう方法で
あり、これにより、常に集束された領域から受信ビームを得ることができる。
【０００４】
　ダイナミック集束法における遅延時間制御について、図１３を用いて説明する。図１３
は、ダイナミック集束法における遅延時間制御を説明するための図である。
【０００５】
　なお、以下では、図１３に示すように、超音波プローブの受信口径内にある振動子の口
径中心を原点とし、「超音波プローブからの深さ方向の座標」と「口径中心から横方向の
座標」とからなる座標系を用いて超音波走査面の各位置を説明する。
【０００６】
　図１３に示すように、遅延時間制御の対象となる集束点Ｐが、座標（Ｘ,０）に位置す
る点である場合、集束点Ｐで生じた反射音波の波面が座標（０,Ｙ）に位置する振動子に
到達するまで時間と、集束点Ｐで生じた反射音波の波面が原点（０,０）に位置する振動
子に到達するまで時間との差（遅延時間：Δｔ）は、集束点Ｐと各振動子との距離の差（
ｔ）で定まる。かかる時間差は、以下に示す式（１）により示される。なお、式（１）に
示す「Ｃ」は、超音波走査の対象となる媒体内の音速である。
【０００７】
【数１】

【０００８】
　ダイナミック集束法では、異なる集束点ごとに、式（１）を用いて各振動子における遅
延時間を算出する。これにより、ダイナミック集束法では、超音波プローブの各振動子が
受信した受信ビームの信号（受信信号）を加算する際の遅延時間（受信遅延時間）が決定
される。これにより、ダイナミック集束法では、超音波走査面の各集束点にて、各振動子
の受信遅延時間が決定された分布（遅延分布）が設定される。そして、ダイナミック集束
法を実行する超音波診断装置は、遅延分布から取得した受信遅延時間を用いて、深さ方向
が異なる各集束点からの受信信号を加算することで集束させ、超音波画像の方位分解能を
向上させる。
【０００９】
　ここで、ダイナミック集束法を実行する超音波診断装置では、一般的に、音速「Ｃ」を
、撮影対象となる診断部位の代表的な音速に想定して、遅延分布を設定している。しかし
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、生体内の音速値は、部位ごとに異なるといった報告がある（例えば、「筋肉：１５６０
ｍ／ｓｅｃ」、「脂肪：１４８０ｍ／ｓｅｃ」など）。また、生体内の音速値は、同一部
位であっても被検体間で異なるといった報告もある。
【００１０】
　したがって、設定した音速（以下、設定音速と記す）と診断部位にある生体の音速（以
下、生体音速と記す）とに差がある場合、「受信信号を実際に集束点で集束させるための
受信遅延時間」と「式（１）を用いて算出した受信遅延時間」との間には、差が生じてし
まう。すなわち、設定音速と生体音速とに差がある場合は、受信信号を集束させる集束点
がずれてしまい、ダイナミック集束法を用いても、方位分解能が低下して超音波画像の画
質が低下してしまう。
【００１１】
　例えば、図１４Ａの左側に示すように、設定音速と生体音速とが等しい場合、深さ方向
の異なる各位置（Ｆｎ－１、Ｆｎ、Ｆｎ＋１）では、集束点がずれることなく、深さ方向
ごとの方位分解能が向上する。例えば、図１４Ａの右側に示すように、ファントムを撮影
した超音波画像にて、各深さ方向のファントム由来の信号は、ぶれることなく点として描
出される。
【００１２】
　しかし、図１４Ｂの左側に示すように、例えば、設定音速が生体音速より小さい場合、
深さ方向の異なる各位置（Ｆｎ－１、Ｆｎ、Ｆｎ＋１）では、集束点がずれてしまい、深
さ方向ごとの方位分解能が低下する。例えば、図１４Ｂの右側に示すように、ファントム
を撮影した超音波画像では、各深さ方向のファントム由来の信号は、横方向にぶれてしま
い、超音波画像の方位分解能が低下する。なお、図１４ＡおよびＢは、設定音速と生体音
速との違いにより生じる方位分解能の低下について説明するための図である。
【００１３】
　このため、診断部位の生体音速を検出するために、反射法や相互相関法による位相補正
などの技術が知られている。しかし、かかる技術では、生体音速の検出範囲に結石や境界
壁といった反射体が存在しなければならず、さらに、反射体が点でなければならないとい
った制約があり、一般的に用いることができる技術ではなかった。
【００１４】
　そこで、近年、超音波画像の方位分解能を保証する受信遅延時間を算出するために、設
定音速を最適化する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。具体的には、超音
波診断装置は、異なる設定音速にて算出される受信遅延時間それぞれを用いて複数の超音
波画像を生成する。そして、超音波診断装置は、各超音波画像を複数の小領域に分割し、
小領域ごとのコントラスト値（例えば、振幅値の分散値など）を算出する。
【００１５】
　そして、超音波診断装置は、小領域ごとにコントラスト値が最大となった設定音速を最
適音速として決定し、決定した小領域ごとの最適音速を、該当する小領域における受信遅
延時間を算出する際の音速（設定音速）として用いる。すなわち、小領域ごとに最適音速
を決定することで、超音波画像の方位分解能を保証することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００８－２６４５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、上記した従来の技術は、特定の領域における最適音速を客観的な数値（
コントラスト値）により決定するものであるが、コントラスト値の算出精度が不十分な場
合、決定される最適音速により超音波画像を生成しても、超音波画像を撮影する技師や超
音波画像を読影する読影者が着目する部位の方位分解能が必ずしも最適とならない場合が
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あった。
【００１８】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
超音波画像にて着目される部位の方位分解能を最適にすることが可能となる超音波診断装
置および音速設定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１記載の超音波診断装置は、被
検体の撮影対象部位に対して送信した超音波の反射波信号を、当該撮影対象部位内の音速
として設定された設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加算したデータに基づい
て、超音波画像を生成する画像生成部と、所定の入力部を介して受け付けた操作者からの
第１の指示に基づいて、設定されている設定音速を順次切り替え、当該切り替えられた後
の設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を順次生成するように前記画像生
成部を制御する画像生成制御部と、前記画像生成制御部の制御により生成された超音波画
像を所定の表示部にて順次表示するように制御する表示制御部と、を備え、前記画像生成
制御部は、前記表示制御部による表示制御後に、前記所定の入力部を介して受け付けた前
記操作者からの第２の指示で設定された設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波
画像を生成するように前記画像生成部を制御する。また、請求項７に記載の超音波診断装
置は、被検体の撮影対象部位に対して送信した超音波の反射波信号を、当該撮影対象部位
内の音速として設定された設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加算したデータ
に基づいて、超音波画像を生成する画像生成部と、所定の入力部を介して受け付けた操作
者からの第１の指示に基づいて、設定されている設定音速を順次切り替え、当該切り替え
られた後の設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を順次生成するように前
記画像生成部を制御する画像生成制御部と、前記画像生成制御部の制御により生成された
超音波画像を所定の表示部にて順次表示するように制御する表示制御部と、を備え、前記
画像生成制御部は、前記表示制御部による表示制御後に、前記所定の入力部を介して受け
付けた前記操作者からの第２の指示に基づいて、前記第２の指示の受け付け時に設定され
ていた設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を生成するように前記画像生
成部を制御する。
【００２０】
　また、請求項８記載の音速設定方法は、画像生成制御部が、被検体の撮影対象部位に対
して送信した超音波の反射波信号を当該撮影対象部位内の音速として設定された設定音速
から算出される受信遅延時間を用いて加算したデータに基づいて、超音波画像を生成する
画像生成部を、所定の入力部を介して受け付けた操作者からの第１の指示に基づいて、設
定されている設定音速を順次切り替え、当該切り替えられた後の設定音速に対応する受信
遅延時間を用いた超音波画像を順次生成するように制御し、表示制御部が、前記画像生成
制御部の制御により生成された超音波画像を所定の表示部にて順次表示するように制御す
る、ことを含み、前記画像生成制御部は、前記表示制御部による表示制御後に、前記所定
の入力部を介して受け付けた前記操作者からの第２の指示で設定された設定音速に対応す
る受信遅延時間を用いた超音波画像を生成するように前記画像生成部を制御する。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１、７または８に記載の装置および方法によれば、超音波画像にて着目される部
位の方位分解能を最適にすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、実施例１における超音波診断装置の構成を説明するための図である。
【図２】図２は、表示制御部により順次表示される超音波画像の一例を説明するための図
である。
【図３】図３は、実施例１における操作者による音速の設定を説明するための図である。
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【図４】図４は、実施例１における超音波診断装置の設定音速切り替えによる超音波画像
表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】図５は、実施例１における超音波診断装置の受信遅延時間設定処理を説明するた
めのフローチャートである。
【図６】図６は、実施例２における制御部の構成を説明するための図である。
【図７Ａ】図７Ａは、最適音速判定部を説明するための図（１）である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、最適音速判定部を説明するための図（２）である。
【図８】図８は、最適音速判定部を説明するための図（３）である。
【図９】図９は、実施例２における操作者による音速の設定を説明するための図である。
【図１０】図１０は、実施例２における超音波診断装置の設定音速切り替えによる超音波
画像表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施例３における超音波診断装置の受信遅延時間設定処理を説明す
るためのフローチャートである。
【図１２Ａ】図１２Ａは、変形例について説明するための図（１）である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、変形例について説明するための図（２）である。
【図１３】図１３は、ダイナミック集束法における遅延時間制御を説明するための図であ
る。
【図１４Ａ】図１４Ａは、設定音速と生体音速との違いにより生じる方位分解能の低下に
ついて説明するための図（１）である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、設定音速と生体音速との違いにより生じる方位分解能の低下に
ついて説明するための図（２）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照して、超音波診断装置および音速設定方法の好適な実施例を詳細
に説明する。なお、以下では、音速設定方法を実行する超音波診断装置を実施例として説
明する。
【実施例１】
【００２４】
　まず、本実施例における超音波診断装置の構成について説明する。図１は、実施例１に
おける超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１に示すように、本実施例に
おける超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と、装置本体１
０とから構成される。
【００２５】
　超音波プローブ１は、一列に配置された電子走査型の複数の圧電振動子を有する。これ
ら複数の圧電振動子は、後述する装置本体１０が有する送受信部１１から供給される駆動
信号に基づき超音波を発生する。さらに、これら複数の圧電振動子は、被検体Ｐからの反
射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１は、圧電振動子に設けられ
る整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材などを有する
。
【００２６】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の
振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお
、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合の
反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して
、周波数偏移を受ける。
【００２７】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有する。入力装置３は、超音波診断装置の
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操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求を
転送する。なお、本実施例において、操作者から入力装置３が受け付ける各種設定要求に
ついては、のちに詳述する。
【００２８】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた超音波画像を表示したりする。
【００２９】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像を生成
する装置であり、図１に示すように、送受信部１１と、信号処理部１２と、画像生成部１
３と、画像メモリ１４と、制御部１５と、内部記憶部１６とを有する。
【００３０】
　送受信部１１は、超音波プローブ１にて行なわれる超音波の送受信における送信指向性
と受信指向性とを制御する。具体的には、送受信部１１は、トリガ発生回路、遅延回路お
よびパルサ回路などを有し、超音波プローブ１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所
定のレート周波数で、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。ま
た、遅延回路は、超音波プローブ１から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向
性を決定するために必要な圧電振動子ごとの遅延時間を、パルサ回路が発生する各レート
パルスに対し与える。また、トリガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超
音波プローブ１に駆動信号（駆動パルス）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レート
パルスに対し与える遅延時間を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波ビ
ームを集束させたうえで、超音波ビームの送信方向を任意に調整する。
【００３１】
　また、送受信部１１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プロー
ブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アンプ
回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行なう。Ａ／Ｄ変換器
は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な遅延
時間を与える。加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行な
って反射波データを生成する。
【００３２】
　具体的には、Ａ／Ｄ変換器は、超音波画像の撮影対象である被検体Ｐの体内組織の音速
として予め設定された設定音速に基づいて、超音波走査面の集束点ごとに算出される受信
遅延時間の分布を加算器に与える。そして、加算器は、Ａ／Ｄ変換器から与えられた受信
遅延時間の分布に基づいて、時間とともに集束点が連続的に深さ方向に移動するように遅
延時間制御を行なうことで、集束された領域からの反射波信号の加算処理を行なう。かか
る加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調
される。なお、設定音速は、超音波診断装置における可変設定可能な可変範囲にて、撮影
対象部位内の音速とされる値が操作者により設定される。
【００３３】
　すなわち、本実施例における超音波診断装置は、超音波画像の方位分解能が低下しない
ように、送受信部１１にて設定音速から算出される受信遅延時間を用いて反射波信号を加
算することで、反射波データを生成するダイナミック集束法を実行する。
【００３４】
　なお、送受信部１１は、後述する制御部１５の制御により、遅延情報、送信周波数、送
信駆動電圧、開口素子数などを瞬時に変更可能な機能を有している。また、送受信部１１
は、１フレームもしくはレートごとに、異なる波形を送信して受信することも可能である
。
【００３５】
　信号処理部１２は、送受信部１１からゲイン補正処理、Ａ／Ｄ変換処理および加算処理
が行なわれた処理済み反射波信号である反射波データを受信する。そして、信号処理部１
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２は、対数増幅、包絡線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現される
データ（Ｂモードデータ）を生成する。
【００３６】
　また、信号処理部１２は、送受信部１１から受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、
パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００３７】
　画像生成部１３は、信号処理部１２が生成したＢモードデータを処理することで、表示
用の超音波画像として、反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像を生成する。また、
画像生成部１３は、信号処理部１２が生成したドプラデータから、表示用の超音波画像と
して、撮影対象部位における血流などの移動体情報を表す平均速度画像、分散画像、パワ
ー画像、または、これらの組み合わせ画像としてのドプラ画像を生成する。
【００３８】
　画像メモリ１４は、信号処理部１２が生成したＢモードデータおよびドプラデータと、
画像生成部１３が生成したＢモード画像およびドプラ画像とを記憶するメモリである。ま
た、画像メモリ１４は、異なる送受信条件で得られた画像データを並列に記憶し、撮影後
、操作者が撮影中に記録された画像を呼び出すことが可能となっている。
【００３９】
　制御部１５は、超音波診断装置における処理全体を制御する。具体的には、制御部１５
は、入力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、後述する内部記憶部１６
から読込んだ各種制御プログラムに基づき、送受信部１１、信号処理部１２および画像生
成部１３の処理を制御したり、画像メモリ１４が記憶する超音波画像をモニタ２にて表示
するように制御したりする。なお、本実施例における制御部１５が行なう制御処理につい
ては、のちに詳述する。
【００４０】
　内部記憶部１６は、超音波送受信、画像生成処理および表示処理を行なうための制御プ
ログラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや各種
ボディマークなどの各種データを記憶する。また、内部記憶部１６は、必要に応じて、画
像メモリ１４が記憶する画像の保管などにも使用される。なお、内部記憶部１６が記憶す
るデータは、図示しないインターフェース回路を経由して、外部の周辺装置へ転送するこ
とができる。
【００４１】
　このように、実施例１における超音波診断装置は、ダイナミック集束法により、被検体
Ｐの撮影対象部位に対して送信した超音波の反射波信号を、当該撮影対象部位内の音速と
して設定された設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加算することで反射波デー
タを生成し、生成した反射波データから超音波画像を生成する。
【００４２】
　そして、実施例１における超音波診断装置は、以下、詳細に説明する制御部１５の制御
処理が実行されることで、操作者や読影者により超音波画像にて着目される部位の方位分
解能を最適にすることが可能とする。制御部１５の制御処理について、図１とともに、図
２および図３を用いて説明する。図２は、表示制御部により順次表示される超音波画像の
一例を説明するための図であり、図３は、実施例１における操作者による音速の設定を説
明するための図である。
【００４３】
　図１に示すように、実施例１における制御部１５は、送受信制御部１５１と、画像生成
制御部１５２と、表示制御部１５３とを有する。
【００４４】
　送受信制御部１５１は、音速切り替え調整部１５１ａと、受信遅延時間設定部１５１ｂ
とを有する。音速切り替え調整部１５１ａは、超音波プローブ１が超音波ビームを送信し
て被検体Ｐの撮影対象部位を走査可能な状態となったうえで、入力装置３が有する音速切



(9) JP 5566773 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

り替えボタンが操作者により押下されると、現時点で超音波診断装置に設定されている設
定音速を上述した可変範囲にて順次切り替えるように調整する。
【００４５】
　受信遅延時間設定部１５１ｂは、音速切り替え調整部１５１ａにより順次切り替え調整
される複数の設定音速それぞれに対応する受信遅延時間を算出し、算出した受信遅延時間
を送受信部１１に順次送信する。
【００４６】
　画像生成制御部１５２は、音速切り替えボタンが操作者により押下されることで、送受
信制御部１５１から送受信部１１に対して複数の設定音速それぞれに対応する受信遅延時
間が順次送信されるごとに、受信した受信遅延時間を用いた加算処理により反射波データ
を順次生成するように送受信部１１の加算器を制御する。
【００４７】
　そして、画像生成制御部１５２は、送受信部１１から順次反射波データを受信するごと
に、Ｂモードデータを順次生成するように信号処理部１２を制御する。
【００４８】
　そして、画像生成制御部１５２は、信号処理部１２からＢモードデータを順次受信する
ごとに、Ｂモード画像の超音波画像を生成するように画像生成部１３を制御する。
【００４９】
　表示制御部１５３は、画像生成制御部１５２の制御により画像生成部１３が順次生成し
た異なる設定音速ごとの複数の超音波画像をモニタ２にて順次表示するように制御する。
【００５０】
　例えば、表示制御部１５３は、図２に示すように、複数の超音波画像とともに、各超音
波画像の生成に用いられた設定音速（１５４０ｍ／ｓｅｃ、１５６０ｍ／ｓｅｃ）をモニ
タ２にて順次表示するように制御する。
【００５１】
　これにより、操作者は、異なる設定音速（受信遅延時間）それぞれにより順次生成され
た超音波画像を連続して参照することで、方位分解能が着目する部位にて最適となる超音
波画像の設定音速を判断することができる。以下、上述した一連の処理の具体例について
、図３を用いて説明する。
【００５２】
　例えば、図３に示すように、現時点での設定音速が「１５４０ｍ／ｓｅｃ」であり、設
定音速の可変範囲が「１４００ｍ／ｓｅｃ～１６００ｍ／ｓｅｃ」である場合、音速切り
替えボタンが押下されると、音速切り替え調整部１５１ａは、音速の切り替え時間の間隔
を一定とし、かつ、音速値の切り替え間隔を一定（同図では、２０ｍ／ｓｅｃ間隔）とし
て、設定音速の切り替え調整を行なう。
【００５３】
　すなわち、音速切り替え調整部１５１ａは、図３に示すように、２０ｍ／ｓｅｃ間隔に
て設定音速を『「１５４０ｍ／ｓｅｃ」から「１６００ｍ／ｓｅｃ」』に一定の時間間隔
で増加させ、さらに、２０ｍ／ｓｅｃ間隔にて設定音速を『「１６００ｍ／ｓｅｃ」から
「１４００ｍ／ｓｅｃ」』に一定の時間間隔で減少させ、さらに、２０ｍ／ｓｅｃ間隔に
て設定音速を『「１４００ｍ／ｓｅｃ」から「１５４０ｍ／ｓｅｃ」』に一定の時間間隔
で増加させる切り替え経路により、設定音速の切り替え調整を行なう。
【００５４】
　ここで、音速切り替え調整部１５１ａは、音速の切り替え時間の間隔および音速値の切
り替え間隔を調整することで、図３に示すように、設定音速が自動的に切り替えられる区
間（切り替え区間）を調整する。
【００５５】
　そして、操作者は、切り替え区間において、モニタ２に順次表示される超音波画像を参
照し、着目する部位の方位分解能が最適となる超音波画像の設定音速を目視により判断す
る。そして、操作者は、例えば、図３に示すように、目視にて最適と判断した設定音速（
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１４８０ｍ／ｓｅｃ）の値を、入力装置３のキーボードによりマニュアル操作にて設定す
る。
【００５６】
　操作者から入力装置３を介して設定音速を受け付けると、画像生成制御部１５２は、受
け付けた設定音速を用いて受信遅延時間設定部１５１ｂが算出した受信遅延時間を送受信
部１１に設定する。これにより、信号処理部１２および画像生成部１３は、操作者が最適
と判断した設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を生成し、生成された超
音波画像は、表示制御部１５３の制御により、モニタ２にて表示される。
【００５７】
　次に、図４および図５を用いて、実施例１における超音波診断装置の処理について説明
する。図４は、実施例１における超音波診断装置の設定音速切り替えによる超音波画像表
示処理を説明するためのフローチャートであり、図５は、実施例１における超音波診断装
置の受信遅延時間設定処理を説明するためのフローチャートである。
【００５８】
　図４に示すように、実施例１における超音波診断装置は、超音波プローブ１が超音波ビ
ームを送信して被検体Ｐの撮影対象部位を走査可能な状態となったうえで、操作者により
、入力装置３の音速切り替えボタンが押下されると（ステップＳ１０１肯定）、画像生成
制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、現時点での設定音速である初期設定音速
（Ｓ０）から算出される受信遅延時間を用いた超音波画像を生成する（ステップＳ１０２
）。
【００５９】
　すなわち、画像生成制御部１５２の制御により、送受信部１１は、初期設定音速に対応
する受信遅延時間を用いて反射波データを生成し、信号処理部１２は、送受信部１１から
受信した反射波データを用いてＢモードデータを生成し、画像生成部１３は、信号処理部
１２から受信したＢモードデータから超音波画像を生成する。
【００６０】
　そして、モニタ２は、表示制御部１５３の制御により、ステップＳ１０２にて生成され
た超音波画像を表示する（ステップＳ１０３）。
【００６１】
　続いて、音速切り替え調整部１５１ａは、音速値の切り替え間隔が「２０ｍ／ｓｅｃ間
隔」である場合、次に設定する設定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ０＋２０」と算出し（ステップ
Ｓ１０４）、算出した「Ｓ」が可変区間の最大値である「Ｓｍａｘ」より大きい値である
か否かを判定する（ステップＳ１０５）。
【００６２】
　ここで、算出した「Ｓ」が可変区間の最大値である「Ｓｍａｘ」以下である場合（ステ
ップＳ１０５否定）、画像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速
（Ｓ）から算出される受信遅延時間を用いて超音波画像を生成する（ステップＳ１０６）
。
【００６３】
　すなわち、音速切り替え調整部１５１ａにより「Ｓ」が「Ｓｍａｘ」以下であると判定
されると、受信遅延時間設定部１５１ｂは、「Ｓ」から算出した受信遅延時間を送受信部
１１に設定する。そして、画像生成制御部１５２の制御により、送受信部１１は、受信遅
延時間設定部１５１ｂから設定された受信遅延時間を用いて反射波データを生成し、信号
処理部１２は、送受信部１１から受信した反射波データを用いてＢモードデータを生成し
、画像生成部１３は、信号処理部１２から受信したＢモードデータから超音波画像を生成
する。
【００６４】
　そして、モニタ２は、表示制御部１５３の制御により、ステップＳ１０６にて生成され
た超音波画像を表示する（ステップＳ１０７）。
【００６５】
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　そののち、音速切り替え調整部１５１ａは、次に設定する設定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ＋
２０」と更新し（ステップＳ１０８）、ステップＳ１０５に戻って、更新した「Ｓ」が「
Ｓｍａｘ」より大きい値であるか否かを判定する。
【００６６】
　一方、ステップＳ１０４、またはステップＳ１０８にて算出した「Ｓ」が「Ｓｍａｘ」
より小さい値である場合（ステップＳ１０５肯定）、音速切り替え調整部１５１ａは、次
に設定する設定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ―２０」と更新し（ステップ１０９）、更新した「
Ｓ」が可変区間の最小値である「Ｓｍｉｎ」より小さい値であるか否かを判定する（ステ
ップ１１０）。
【００６７】
　ここで、算出した「Ｓ」が「Ｓｍｉｎ」以上である場合（ステップＳ１１０否定）、画
像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速（Ｓ）から算出される受
信遅延時間を用いて超音波画像を生成し（ステップＳ１１１）、モニタ２は、表示制御部
１５３の制御により、ステップＳ１１１にて生成された超音波画像を表示する（ステップ
Ｓ１１２）。
【００６８】
　そして、音速切り替え調整部１５１ａは、ステップＳ１０９に戻って、次に設定する設
定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ―２０」と更新し、ステップＳ１１０にて、更新した「Ｓ」が可
変区間の最小値である「Ｓｍｉｎ」より小さい値であるか否かを判定する。
【００６９】
　一方、ステップＳ１０９にて算出した「Ｓ」が「Ｓｍｉｎ」より小さい値である場合（
ステップＳ１１０肯定）、音速切り替え調整部１５１ａは、次に設定する設定音速（Ｓ）
を「Ｓ＝Ｓ＋２０」と更新し（ステップＳ１１３）、更新した「Ｓ」が「Ｓ０」より大き
い値であるか否かを判定する（ステップＳ１１４）。
【００７０】
　ここで、更新した「Ｓ」が「Ｓ０」以下である場合（ステップＳ１１４肯定）、画像生
成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速（Ｓ）から算出される受信遅
延時間を用いて超音波画像を生成し（ステップＳ１１５）、モニタ２は、表示制御部１５
３の制御により、ステップＳ１１１にて生成された超音波画像を表示する（ステップＳ１
１６）。
【００７１】
　一方、更新した「Ｓ」が「Ｓ０」より大きい値である場合（ステップＳ１１４否定）、
音速切り替え調整部１５１ａは、切り替え区間終了として、処理を終了する。
【００７２】
　そして、図５に示すように、図４に示すフローチャートにしたがってモニタ２にて順次
される超音波画像を参照した操作者から設定音速を受け付けると（ステップＳ２０１）、
受信遅延時間設定部１５１ｂは、受け付けた設定音速から受信遅延時間を算出し、算出し
た受信遅延時間を送受信部１１に設定し（ステップＳ２０２）、処理を終了する。そのの
ち、画像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、操作者が最適と判断した設
定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を生成する。
【００７３】
　上述してきたように、実施例１では、音速切り替え調整部１５１ａは、現時点で超音波
診断装置に設定されている設定音速を可変範囲にて順次切り替えるように調整する。受信
遅延時間設定部１５１ｂは、音速切り替え調整部１５１ａにより順次切り替え調整される
複数の設定音速それぞれに対応する受信遅延時間を算出し、算出した受信遅延時間を送受
信部１１に順次送信する。
【００７４】
　そして、画像生成制御部１５２は、受信遅延時間設定部１５１ｂから送受信部１１に対
して受信遅延時間が順次送信されるごとに、受信した受信遅延時間を用いた加算処理によ
り反射波データを順次生成するように送受信部１１の加算器を制御する。そして、画像生
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成制御部１５２は、送受信部１１から反射波データを順次受信するごとに、Ｂモードデー
タを順次生成するように信号処理部１２を制御し、信号処理部１２からＢモードデータを
順次受信するごとに、Ｂモード画像の超音波画像を順次生成するように画像生成部１３を
制御する。そして、表示制御部１５３は、画像生成制御部１５２の制御により画像生成部
１３が順次生成した異なる設定音速ごとの複数の超音波画像をモニタ２にて順次表示する
ように制御する。
【００７５】
　したがって、実施例１では、着目する部位の方位分解能が最適となる音速を操作者自身
が実際に参照することで判定することができ、超音波画像にて着目される部位の方位分解
能を最適にすることが可能となる。すなわち、実施例１では、音速により定まる受信フォ
ーカスの制御を、操作者が最適であると判定した音速により行なうことができる。
【００７６】
　また、実施例１では、表示制御部１５３は、順次生成された複数の超音波画像をモニタ
２にて順次表示する際に、各超音波画像の生成に用いられた音速をともに表示するように
制御する。したがって、実施例１では、操作者は、着目する部位の方位分解能が最適とな
る音速を容易に把握して、設定することができる。
【００７７】
　なお、上記では、超音波画像とともに表示された音速を参照した操作者により、最適と
判断した音速が設定される場合について説明した。しかし、本実施例は、超音波画像とと
もに表示される値が設定音速そのものでなく、超音波画像の生成に用いられた設定音速を
相対的に示す指標値である場合であってもよい。かかる指標値としては、現時点での設定
音速を「０」とし、設定音速の増減に合わせて値が「＋１」、「＋２」や、「－１」や「
－２」といったように増減する値が挙げられる。指標値が超音波画像とともに表示される
場合、操作者は、最適と判断した指標値を設定する。かかる場合でも、操作者は、着目す
る部位の方位分解能が最適となる指標値を容易に把握して、設定することができる。なお
、受信遅延時間設定部１５１ｂは、受け付けた指標値に対応する音速を用いて受信遅延時
間を算出する。
【００７８】
　また、本実施例では、超音波画像とともに表示される設定音速または指標値が操作者に
より設定されることで、撮影対象部位の超音波画像を生成するための受信遅延時間が設定
される場合について説明した。しかし、本実施例はこれに限定されるものではなく、切り
替え区間にて表示される超音波画像を参照する操作者が、最適と判断した超音波画像が表
示された時点にて入力装置３のフリーズボタンを押下し、フリーズボタンが押下された時
点で表示されていた超音波画像を生成するために用いられた受信遅延時間が、撮影対象部
位の超音波画像を生成するための受信遅延時間として設定される場合であってもよい。
【００７９】
　これにより、操作者は、入力装置３を操作するのみで、自身が最適と判定した設定音速
から算出される受信遅延時間を用いた超音波画像を生成することができ、超音波画像にて
着目する部位の方位分解能が最適となった超音波画像を容易に参照にすることが可能とな
る。
【実施例２】
【００８０】
　実施例２では、超音波画像の方位分解能が最適となる音速が自動的に判定されたのち、
上記した実施例１の処理が実行される場合について、図６～９を用いて説明する。なお、
図６は、実施例２における制御部の構成を説明するための図であり、図７Ａ、図７Ｂおよ
び図８は、最適音速判定部を説明するための図であり、図９は、実施例２における操作者
による音速の設定を説明するための図である。
【００８１】
　実施例２における超音波診断装置は、図１を用いて説明した実施例１における超音波診
断装置と比較して、図６に示すように、制御部１５に新たに最適音速判定部１５４を有す
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る点が異なる。以下、これを中心に説明する。
【００８２】
　最適音速判定部１５４は、異なる複数の設定音速から算出された複数の受信遅延時間を
用いることで予め生成された被検体Ｐの撮影対象部位の複数の超音波画像それぞれの間で
コントラスト値を算出する。そして、最適音速判定部１５４は、算出したコントラスト値
が最適となる超音波画像に対応する設定音速を最適音速と判定する。
【００８３】
　ここで、最適音速判定部１５４の処理は、操作者により入力装置３が有する最適化ボタ
ンが押下されることで開始される。具体的には、超音波プローブ１が超音波ビームを送信
して被検体Ｐの撮影対象部位を走査可能な状態となったうえで、最適化ボタンが押下され
ると、例えば、実施例１と同様に、送受信制御部１５１の制御により、可変範囲にて順次
調整された設定音速から算出される受信遅延時間が送受信部１１に設定され、画像生成制
御部１５２の制御により、信号処理部１２および画像生成部１３は、複数の超音波画像が
生成される。
【００８４】
　そして、最適音速判定部１５４は、最適化ボタンが押下されることで生成された複数の
超音波画像それぞれの間でコントラスト値を算出する。具体的には、最適音速判定部１５
４は、図７Ａに示すように、超音波画像を、超音波ビーム送信方向に沿って「ｎ」個、圧
電振動子の配列方向に沿って「ｍ」個の合計「ｎ×ｍ」個の小領域に分割して、複数の超
音波画像それぞれの同一小領域間で、コントラスト値（例えば、振幅値の分散値など）を
算出する。
【００８５】
　そして、最適音速判定部１５４は、小領域ごとに最適音速を判定する。例えば、最適音
速判定部１５４は、図７Ｂに示すように、同一の小領域において、超音波画像の生成に用
いられた音速に対して、該当する超音波画像にて算出されたコントラスト値をプロットし
たグラフを小領域ごとに作成する。そして、最適音速判定部１５４は、図７Ｂに示すよう
に、コントラスト値が最大となる音速を該当する小領域における最適音速として判定する
。
【００８６】
　そして、最適音速判定部１５４は、小領域ごとに最適音速を決定し、例えば、図８に示
すように、決定した小領域ごとの最適音速すべてから平均値を算出し、算出した平均値（
１４２５ｍ／ｓｅｃ）を、被検体Ｐの撮影対象部位における受信遅延時間を算出するため
の最適音速として判定する。
【００８７】
　そして、最適音速判定部１５４により最適音速が判定されたのち、操作者は、最適音速
判定部１５４が判定した最適音速が、超音波画像にて自身が着目する部位の方位分解能を
実際に最適にする音速であるか否かを判定するために、実施例１と同様に、入力装置３の
音速切り替えボタンを押下する。
【００８８】
　これにより、再度、送受信制御部１５１、画像生成制御部１５２および表示制御部１５
３の処理が開始される。ただし、実施例２においては、音速切り替え調整部１５１ａは、
最適音速判定部１５４が判定した最適音速が、切り替え経路に含まれるように調整したう
えで、設定音速の切り替え調整を行なう。
【００８９】
　例えば、図９に示すように、実施例１と同様に、現時点での設定音速が「１５４０ｍ／
ｓｅｃ」であり、設定音速の可変範囲が「１４００ｍ／ｓｅｃ～１６００ｍ／ｓｅｃ」で
ある場合、音速切り替えボタンが押下されると、音速切り替え調整部１５１ａは、音速の
切り替え時間の間隔を一定とし、かつ、音速値の切り替え間隔を一定（同図では、２０ｍ
／ｓｅｃ間隔）として、設定音速の切り替え調整を行なう。
【００９０】
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　すなわち、音速切り替え調整部１５１ａは、図９に示すように、２０ｍ／ｓｅｃ間隔に
て設定音速を『「１５４０ｍ／ｓｅｃ」から「１６００ｍ／ｓｅｃ」』に一定の時間間隔
で増加させ、さらに、２０ｍ／ｓｅｃ間隔にて設定音速を『「１６００ｍ／ｓｅｃ」から
「１４００ｍ／ｓｅｃ」』に一定の時間間隔で減少させ、さらに、２０ｍ／ｓｅｃ間隔に
て設定音速を「１４００ｍ／ｓｅｃ」から一定の時間間隔で最適音速である「１４２５ｍ
／ｓｅｃ」に切り替える切り替え経路により、切り替え区間にて設定音速の切り替え調整
を行なう。
【００９１】
　そして、操作者は、切り替え区間において、モニタ２に順次表示される超音波画像を参
照し、着目する部位の方位分解能が最適となる超音波画像の設定音速を目視により判断す
る。そして、操作者は、例えば、図９に示すように、目視にて最適と判断した設定音速（
１４８０ｍ／ｓｅｃ）を、入力装置３のキーボードによりマニュアル操作にて設定する。
【００９２】
　操作者から入力装置３を介して設定音速を受け付けると、画像生成制御部１５２は、受
け付けた設定音速を用いて受信遅延時間設定部１５１ｂが算出した受信遅延時間を送受信
部１１に設定する。これにより、信号処理部１２および画像生成部１３は、操作者が最適
と判断した設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を生成し、生成された超
音波画像は、表示制御部１５３の制御により、モニタ２にて表示される。
【００９３】
　なお、本実施例では、最適音速判定部１５４が判定した最適音速が切り替え経路の最後
に位置する場合について説明したが、本実施例はこれに限定されるものではなく、最適音
速判定部１５４が判定した最適音速が含まれるならば、切り替え経路の最初や途中に位置
する場合であってもよい。
【００９４】
　また、本実施例では、切り替え経路において、最適音速判定部１５４が小領域ごとに最
適音速として判定した音速値すべてから算出される一つの平均値が含まれるように調整さ
れる場合について説明したが、本実施例はこれに限定されるものではない。例えば、本実
施例は、最適音速判定部１５４が小領域ごとに最適音速として判定した音速すべてが切り
替え経路に含まれるように調整される場合であってもよい。あるいは、本実施例は、最適
音速判定部１５４が小領域ごとに最適音速として判定した音速を、例えば、超音波ビーム
送信方向に沿った「ｎ」個の領域ごとに平均した「ｎ」個の平均値が切り替え経路に含ま
れるように調整される場合であってもよい。
【００９５】
　次に、図１０を用いて、実施例２における超音波診断装置の処理について説明する。図
１０は、実施例２における超音波診断装置の設定音速切り替えによる超音波画像表示処理
を説明するためのフローチャートである。
【００９６】
　図１０に示すように、実施例２における超音波診断装置は、超音波プローブ１が超音波
ビームを送信して被検体Ｐの撮影対象部位を走査可能な状態となったうえで、操作者によ
り入力装置３の最適化ボタンが押下されると（ステップＳ３０１肯定）、送受信制御部１
５１および画像生成制御部１５２の制御により複数の設定音速それぞれから算出された複
数の受信遅延時間それぞれに対応する複数の超音波画像が生成される。
【００９７】
　そして、最適音速判定部１５４は、生成された複数の超音波画像間でコントラスト値を
算出することで、最適音速を判定する（ステップＳ３０２）。
【００９８】
　そののち、操作者により入力装置３の音速切り替えボタンが押下されると（ステップＳ
３０３肯定）、画像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、現時点での設定
音速である初期設定音速（Ｓ０）から算出される受信遅延時間を用いた超音波画像を生成
する（ステップＳ３０４）。
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【００９９】
　そして、モニタ２は、表示制御部１５３の制御により、ステップＳ３０４にて生成され
た超音波画像を表示する（ステップＳ３０５）。
【０１００】
　続いて、音速切り替え調整部１５１ａは、音速値の切り替え間隔が「２０ｍ／ｓｅｃ間
隔」である場合、次に設定する設定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ０＋２０」と算出し（ステップ
Ｓ３０６）、算出した「Ｓ」が可変区間の最大値である「Ｓｍａｘ」より大きい値である
か否かを判定する（ステップＳ３０７）。
【０１０１】
　ここで、算出した「Ｓ」が可変区間の最大値である「Ｓｍａｘ」以下である場合（ステ
ップＳ３０７否定）、画像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速
（Ｓ）から算出される受信遅延時間を用いて超音波画像を生成する（ステップＳ３０８）
。
【０１０２】
　そして、モニタ２は、表示制御部１５３の制御により、ステップＳ３０８にて生成され
た超音波画像を表示する（ステップＳ３０９）。
【０１０３】
　そののち、音速切り替え調整部１５１ａは、次に設定する設定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ＋
２０」と更新し（ステップ３１０）、ステップＳ３０７に戻って、更新した「Ｓ」が「Ｓ
ｍａｘ」より大きい値であるか否かを判定する。
【０１０４】
　一方、ステップＳ３０６、またはステップＳ３１０にて算出した「Ｓ」が「Ｓｍａｘ」
より小さい値である場合（ステップＳ３０７肯定）、音速切り替え調整部１５１ａは、次
に設定する設定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ―２０」と更新し（ステップＳ３１１）、更新した
「Ｓ」が可変区間の最小値である「Ｓｍｉｎ」より小さい値であるか否かを判定する（ス
テップ３１２）。
【０１０５】
　ここで、算出した「Ｓ」が「Ｓｍｉｎ」以上である場合（ステップ３１２否定）、画像
生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速（Ｓ）から算出される受信
遅延時間を用いて超音波画像を生成し（ステップＳ３１３）、モニタ２は、表示制御部１
５３の制御により、ステップＳ３１３にて生成された超音波画像を表示する（ステップＳ
３１４）。
【０１０６】
　そして、音速切り替え調整部１５１ａは、ステップＳ３１１に戻って、次に設定する設
定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ―２０」と更新し、ステップ３１２にて、更新した「Ｓ」が可変
区間の最小値である「Ｓｍｉｎ」より小さい値であるか否かを判定する。
【０１０７】
　一方、ステップＳ３１１にて算出した「Ｓ」が「Ｓｍｉｎ」より小さい値である場合（
ステップＳ３１２肯定）、音速切り替え調整部１５１ａは、次に設定する設定音速（Ｓ）
を「Ｓ＝Ｓ＋２０」と更新し（ステップＳ３１５）、更新した「Ｓ」が「Ｓ０」より大き
い値であるか否かを判定する（ステップＳ３１６）。
【０１０８】
　ここで、更新した「Ｓ」が「Ｓ０」以下である場合（ステップＳ３１６否定）、画像生
成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速（Ｓ）から算出される受信遅
延時間を用いて超音波画像を生成し（ステップＳ３１７）、モニタ２は、表示制御部１５
３の制御により、ステップＳ３１７にて生成された超音波画像を表示する（ステップＳ３
１８）。
【０１０９】
　そして、音速切り替え調整部１５１ａは、ステップＳ３１５に戻って、次に設定する設
定音速（Ｓ）を「Ｓ＝Ｓ＋２０」と更新し、ステップＳ３１６にて、更新した「Ｓ」が「
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Ｓ０」より大きい値であるか否かを判定する。
【０１１０】
　一方、更新した「Ｓ」が「Ｓ０」より大きい値である場合（ステップＳ３１６肯定）、
音速切り替え調整部１５１ａは、次に設定する設定音速（Ｓ）をステップＳ３０２にて最
適音速判定部１５４が判定した最適音速に更新する。（ステップＳ３１９）
【０１１１】
　そして、画像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、設定音速（Ｓ＝最適
音速）から算出される受信遅延時間を用いて超音波画像を生成し（ステップＳ３２０）、
モニタ２は、表示制御部１５３の制御により、ステップＳ３１３にて生成された超音波画
像を表示し（ステップＳ３２１）。切り替え区間終了として、処理を終了する。
【０１１２】
　なお、実施例２における超音波診断装置の受信遅延時間設定処理は、図５を用いて説明
した実施例１における超音波診断装置の受信遅延時間設定処理と比較して、操作者から設
定音速を受け付けなかった場合、最適音速判定部１５４が判定した最適音速から算出され
る受信遅延時間が送受信部１１に設定される以外は、同様であるので、説明を省略する。
【０１１３】
　上述してきたように、実施例２では、切り替え区間において、最適音速として判定され
た音速から算出された受信遅延時間を用いた超音波画像を含む超音波画像を順次表示する
ことができ、最適音速の超音波画像にて着目する部位の方位分解能が実際に最適となって
いるのか否かを操作者が確認することが可能となる。
【実施例３】
【０１１４】
　上記した実施例１および２では、送受信制御部１５１および画像生成制御部１５２の制
御により順次生成された超音波画像が表示制御部１５３の制御によりリアルタイムでモニ
タ２に順次表示される場合について説明した。実施例３では、送受信制御部１５１および
画像生成制御部１５２の制御により順次生成された超音波画像が一旦、画像メモリ１４に
格納されたのち、改めて表示制御部１５３の制御によりモニタ２に順次表示される場合に
ついて、図１１のフローチャートを用いて説明する。なお、図１１は、実施例３における
超音波診断装置の受信遅延時間設定処理を説明するためのフローチャートである。
【０１１５】
　なお、実施例３における超音波装置は、実施例１および実施例２の超音波装置と同様に
、設定音速切り替えによる超音波画像表示処理（図４および図５参照）を実行する場合で
あってもよいし、図４および図５における超音波画像表示処理以外の処理のみが行なわれ
る場合であってもよい。いずれの場合であっても、画像メモリ１４は、切り替え経路にて
順次生成された複数の超音波画像を記憶している。
【０１１６】
　すなわち、図１１に示すように、実施例３における超音波診断装置は、操作者から入力
装置３を介して画像表示要求を受け付けると（ステップＳ４０１肯定）、モニタ２は、表
示制御部１５３の制御により、画像メモリ１４から順次読み出される超音波画像をシネ表
示する（ステップＳ４０２）。
【０１１７】
　そして、画像生成制御部１５２は、モニタ２にてシネ表示される超音波画像を参照する
操作者が入力装置３のフリーズボタンを押下することで、超音波画像が選択されたか否か
を判定する（ステップ４０３）。
【０１１８】
　ここで、超音波画像が選択されなかった場合（ステップ４０３否定）、表示制御部１５
３は、モニタ２にてシネ表示を継続するように制御し（ステップＳ４０４）、画像生成制
御部１５２は、ステップＳ４０３の判定処理を継続する。
【０１１９】
　一方、超音波画像が選択された場合（ステップ４０３肯定）、画像生成制御部１５２は
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、受信遅延時間設定部１５１ｂを制御することで、選択された超音波画像の生成時に用い
られた受信遅延時間を送受信部１１に送信し（ステップＳ４０５）、処理を終了する。そ
ののち、画像生成制御部１５２の制御により、画像生成部１３は、操作者が最適と判断し
た設定音速に対応する受信遅延時間を用いた超音波画像を生成する。
【０１２０】
　なお、上述した画像表示要求は、フリーズボタンを押下することで入力され、超音波画
像の選択は、フリーズボタンが解除されることで行なわれる場合であってもよい。
【０１２１】
　上述してきたように、実施例３では、切り替え区間で生成された超音波画像を、改めて
繰り返し表示させることができるので、超音波画像にて着目される部位の方位分解能を確
実に最適にすることが可能となる。
【０１２２】
　なお、上記した実施例１～３において説明した音速値の切り替え間隔および音速の切り
替え時間の間隔それぞれの設定は、操作者により任意に変更可能である。これについて、
図１２Ａおよび図１２Ｂを用いて説明する。なお、図１２Ａおよび図１２Ｂは、変形例に
ついて説明するための図である。
【０１２３】
　例えば、操作者は、入力装置３が有する音速値変化調節用つまみを回すことで、図１２
Ａに示すように、「２０ｍ／ｓｅｃ間隔」であり音速値が「１５４０、１５６０、１５８
０、・・・」と切り替えられる初期設定を、「１０ｍ／ｓｅｃ間隔」であり音速値が「１
５４０、１５５０、１５６０、・・・」と切り替えられるように変更することができる。
これにより、操作者は、方位分解能が最適となる音速値をより細かく探索することが可能
となる。
【０１２４】
　また、操作者は、入力装置３が有する時間変化調節用つまみを回すことで、図１２Ｂに
示すように、音速値の切り替え（１５４０、１５５０、１５６０、・・・）が２フレーム
ごとに行なわれる初期設定を、４フレームごとに行なわれるように変更することができる
。これにより、操作者は、設定音速ごとの超音波画像を、より長い時間で参照することが
できるので、方位分解能が最適となる音速値をより確実に探索することが可能となる。な
お、図１２Ａおよび図１２Ｂで説明した設定変更は、例えば、画像生成制御部１５２の制
御処理により実行される。
【０１２５】
　また、上記した実施例１～３において説明した切り替え経路の設定は、操作者により任
意に変更可能である。例えば、現に設定されている設定音速から可変範囲の最小値に向か
って音速値を減少させたのち、可変範囲の最大値に向かって音速値を増加させ、そののち
、最大値から現に設定されている設定音速へ音速値を減少させるなど、切り替え経路の設
定は、操作者により任意に変更可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　以上のように、本発明に係る超音波診断装置および音速設定方法は、被検体の撮影対象
部位に対して送信した超音波の反射波信号を、当該撮影対象部位内の音速として設定され
た設定音速から算出される受信遅延時間を用いて加算することで超音波画像を生成する場
合に有用であり、特に、超音波画像にて着目される部位の方位分解能を最適にすることに
適する。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　超音波プローブ
　２　モニタ
　３　入力装置
　１０　装置本体
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　１１　送受信部
　１２　信号処理部
　１３　画像生成部
　１４　画像メモリ
　１５　制御部
　１５１　送受信制御部
　１５１ａ　音速切り替え調整部
　１５１ｂ　受信遅延時間設定部
　１５２　画像生成制御部
　１５３　表示制御部
　１６　内部記憶部

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：实际上优化要聚焦在超声图像上的部分的分辨率。解决方案：声速切换调节单元151a调节当前设定的设定声速，以
便在可变范围内顺序切换。接收延迟时间设置部分151b计算与被调节以切换的多个设定声速中的每一个相对应的接收延迟时间，并
且将计算的接收延迟时间顺序地发送到发送 - 接收单元11。图像创建控制当每次顺序发送接收延迟时间时，单元152控制发送 - 接
收单元11，以便通过使用接收的接收延迟时间的加法处理顺序地产生反射波数据。然后，图像生成控制单元152控制信号处理单元
12和图像创建单元13，以便在每次顺序接收反射波数据时顺序地创建B模式数据，以便创建B的超声图像。 -mode图像顺序。显示
控制单元153控制显示，以便在监视器2上显示顺序创建的超声图像。
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